
様式第３

　令和８年度 自転車指導啓発重点地区及び路線 津島警察署

管内

 R5.1
～R7.12 重傷事故 死亡事故

自転車事故件数

津島警察署

区分

自転車関連事故 16551 3

Ⓐ 【重点地区】

選定理由

指導啓発路線に近く、スーパー、ショッピングセンター
付近や駅周辺での自転車事故が多発しているため。

甚目寺幹部交番管内

①
沖之島
交差点 ～ 萱津橋西

交差点
3,500 ｍ

選定理由

主要地方道あま愛西線

自転車事故の発生が多く、駅周辺等の交通網も未発達で
あり自転車利用者が多いと見込まれるため。

甚目寺幹部交番

Ⓐ

沖之島交差点～萱津橋西交差点

選定理由

出典：国土地理院

基盤地図情報

（基本情報）

重傷事故発生場所

自転車指導啓発重点地区

自転車指導啓発重点路線

凡 例

自転車事故密度分布

高低

死亡事故発生場所

★交通反則通告制度が導入されました★

自転車安全利用五則を守り、車両の運転者と

しての自覚と責任を持ちましょう。

①車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、

安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

①


